
議第

　

４９

　

号

令和７年度胎内市地域産業振興事業特別会計補正予算 （第１号）

　

令和７年度胎内市の地域産業振興事業特別会計補正予算 （第１号） は、 次に定めると

ころによる。

　

（歳入歳出予算の補正）

第１条

　

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７，８００千円を追加し、歳入歳出予算の

　

総額を歳入歳出それぞれ２６６，１００千円とする。

２

　

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

　

予算の金額は、 「第１表歳入歳出予算補正」 による。

　

（地方債）

第２条

　

地方自治法 （昭和２２年法律第６７号） 第２３０条第１項の規定により起こすこと

　

ができる地方債の起債の目的、 限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

地方債」 による。

令和７年６月 １０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

３５

　

－



第１表 歳

　

入

　

歳

　

出

　

予

　

算

　

補

　

正

歳

　

入

款 項

１ 事業収入

１農産物加工事業収入 （胎内高原ミネラルハウス）

７ 市債

１農林水産業債

歳

　　

入

　　

合

　　

計

－

　

３６

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

２１６，０３６ ２４，０００ ２４０，０３６

１８０，０００ ２４，０００ ２０４，０００

０ １３，８００ １３，８００

０ １３，８００ １３，８００

２２８，３００ ３７，８００ ２６６，１００

－

　

３７

　

－



歳

　

出

款 項

１農林水産業費

１農業費

歳

　　

出

　　

合

　　

計

‐ ３８

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

２２２，９５８ ３７，８００ ２６０，７５８

２２２，９５８ ３７，８００ ２６０，７５８

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

２２８，３００ ３７，８００ ２６６，１００

－

　

３９

　

－



第２表

　

地方債

起

　

債

　

の

　

目

　

的 限度額 （千円） 起債の方法 利

　　　

率 償還の方法

地

　

域 産

　

業

　

施

　

設

　

整

　

備

　

事

　

業 １３，８００

普通貸借

又

　　　

は

証券発行

　

年

　

５．００％

　　　　

以内

（ただし、 利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金などで、 利率
見直しを行った
後については、
当該見直し後の
利率とする。）

政府資金又は県
貸付金については
その融資条件によ
るものとし、 銀行
その他の場合はそ
の債権者と協定す
る。
ただし、 市財政

の都合により、 据
置期間及び償還期
間を短縮し、 若し
くは繰上償還又は
低利に借換するこ
とができる。

－

　

４０

　

－



歳

　

入

　

歳

　

出 補

　

正

　

予

　

算

　

事

　

項

　

別

　

明

　

細

　

書
１． 総括

（歳入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

１

　

事業収入 ２１６，０３６ ２４，０００ ２４０，０３６

２

　

使用料及び手数料 １９ １９

３

　

財産収入 １８４ １８４

４

　

繰入金 １１，８６２ １１，８６２

５

　

繰越金 １０ １０

６

　

諸収入 １８９ １８９

７

　

市債 Ｏ １３，８００ １３，８００

歳

　

入

　

合

　

計 ２２８，３００ ３７，８００ ２６６，１００

－

　

６７ ‐



（歳出）

款 補正前の額 補正額 計

１農林水産業費 ２２２，９５８ ３７，８００ ２６０，７５８

２ 基金積立金 １１ 丁ｌ

３ 公債費 ４，８４１ ４，８４１

４ 予備費 ５００ ５００

歳

　　

出

　　

△

　　

計 ２２８，３００ ３７，８００ ２６６，１００

－

　

６８

　

－



（単位：千円）

補

　　

正

　　

予

　　

算

　　

額

　　

の

　　

財

　　

源

　　

内

　　

訳

特

　　　　　　

定

　　　　　　

財

　　　　　　

源
一般財源

国県支出金 地方債 他特定財源

１３，８００ ２４，０００

１３，８００ ２４，０００

－

　

６９

　

－



２． 歳

　

入

（款）

　

１

　

事業収入
（項）

　

１

　

農産物加工事業収入 （胎内高原ミネラルハウス）

項

　　　　　　　　

目 補正前の額 補

　

正

　

額 計

１

　　

農産物加工事業収入 （胎内高原ミネラル

　　

ハウス）

　

１農産物加工事業収入

１８０，０００ ２４，０００ ２０４，０００

１農産物加工事業収入 １８０，０００ ２４，０００ ２０４，０００

１

　

事業収入
計

２１６，０３６ ２４，０００ ２４０，０３６

－

　

７０

　

－



（単位：千円）

節
説

　　　　　　　　　　　　　

明

区

　　

分 金

　　

額

１農産物加工事業収入 ２４，０００ ミネラル製品販売収入

－

　

７１ －



（款）

　　

７

　

市債

　

（項）

　

１ 農林水産業債

項

　　　　　　　　

目 補正前の額 補

　

正

　

額 計

１

　　

農林水産業債

　

１農業債

０ １３，８００ １３，８００

１農業債 ０ １３，８００ １３，８００

７

　

市警

　

計
０ １３，８００ １３，８００

－

　

７２

　

－



（単位：千円）

節
説

　　　　　　　　　　　　　

明
区

　　

分 金

　　

額

１ 地域産業施設事業債 １３，８００ 地域産業施設事業

　

新

－

　

７３

　

－



３， 歳

　

出

（款）

　

１ 農林水産業費

　

（項）

　

１ 農業費

項

　　　　　　　　

目 補正前の額 補

　

正

　

額 計

補

　

正

　

予

　

算

　

額

　

の

　

財

　

源

　

内

　

訳

特

　　

定

　　

財

　　

源
一般財源

国県支出金 地方債 他特定財源

１

　　

農業費

　

２農産物加工施設運営

　　

費 （胎内高原ミネラ

　　

ルハウス）

２２２，９５８ ３７，８００ ２６０，７５８ １３，８００ ２４，０００

２農産物加工施設運営
費（胎内高原ミネラ
ルハウス）

１８３，５５５ ３７，８００ ２２１，３５５ １３，８００ ２４，０００

１

　　

農林水産業費

　

合

　　

計
２２２，９５８ ３７，８００ ２６０，７５８ １３，８００ ２４，０００

‐ ７４

　

－



（単位：千円）

　　　　　　

節

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説

　　　　　　　　　　　　　

明

　　　

区

　　

分

　　　　　　　　　

金

　　

額

１２ 委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　

２４，０００

　　

農産物（飲料水）加工施設管理委託料

１４ 工事請負費

　　　　　　　　　　　　　　　

１３，８００ 製造設備改修工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

－

　

７５

　

－


